
平成�年度収支報告書
平成�年７月１日から平成�年６月�日まで

（収入の部） （単位‥円）

科目区分 科目 予算額 決算額 差異 摘要

会費 会費 ５０，２４８，０００ ５０，３９６，５００ △１４８，５００平成�年度会費
寄付金 寄付金 ５，６００，０００ ６，４６１，３００ △８６１，３００税政連サポート募金、日税

政活動助成金

事業収入 事業収入 ８００，０００ ８４０，０００ △４０，０００受託事業企画運営費

機関紙広告料 ５，９６８，０００ ５，９７５，２００ △７，２００

事業収入計 （６，７６８，０００） （６，８１５，２００） （△４２，２００）

雑収入 雑収入 １，５１０，０００ ３，０７４，１９９ △１，５６４，１９９大会祝金・懇親会費、朝食
懇談会会費、ポケットブッ
ク実費頒布、受取利息他

退職給与積立預金取崩収入 ０ ４１１，８２６ △４１１，８２６

当期収入合計 ６４，１２６，０００ ６７，１５９，０２５ △３，０３３，０２５

前期繰越金 ２６，７６９，９６１ ２６，７６９，９６１ ０

収入合計 ９０，８９５，９６１ ９３，９２８，９８６ △３，０３３，０２５

科目区分 科目 予算額 決算額 差異 摘要

事業活動費 事業費 １１，６３０，０００ ５，４１３，０６９ ６，２１６，９３１国対活動関係（朝食懇談会
等）、選対活動関係、単位
税政連との連携活動、東日
本６税政連会議、ブロック
別会議、各界との連携・交
流、セミナー・研修会関係、
政策資料の作成、その他の
事業活動に伴う諸費用

単位税政連
活動助成金

８００，０００ ５３１，９６０ ２６８，０４０単位税政連活動助成金

広報活動費 １０，６７６，０００ ９，６４０，６９０ １，０３５，３１０機関紙発行費用ほか

事業活動費計 （２３，１０６，０００） （１５，５８５，７１９） （７，５２０，２８１）

組織活動費 会議費 １，０００，０００ ５６１，６５５ ４３８，３４５各種会議等に関する費用

大会費 ４，２００，０００ ３，６１６，０７１ ５８３，９２９大会関係費用

旅費交通費 ３，８００，０００ ３，５５９，３５２ ２４０，６４８旅費交通費

渉外費 ２，３００，０００ １，７６６，２３７ ５３３，７６３単位税政連、関係諸団体
に関する祝金ほか

組織活動費計 （１１，３００，０００） （９，５０３，３１５） （１，７９６，６８５）

日本税政
連分担金

日本税政
連分担金

２５，２３１，２００ ２５，２３１，２００ ０平成�年度分担金

経常経費 人件費 １５，５００，０００ １３，２９５，１３８ ２，２０４，８６２職員及び派遣社員

退職金支出 ０ ４１１，８２６ △４１１，８２６

退職給与積立金 ２５０，０００ ０ ２５０，０００

事務費 １，２００，０００ ６０５，７６６ ５９４，２３４事務機器、事務用品

事務所費 ２，８００，０００ ２，３９２，９９０ ４０７，０１０事務室及び倉庫等の賃料、
共益費等

通信費 １，０００，０００ ５８３，０３３ ４１６，９６７郵便料金、電話料

印刷費 ２，０００，０００ １，０８３，００１ ９１６，９９９封筒、名刺、資料等印刷
代、コピー代

雑費 ５００，０００ ２８８，１３２ ２１１，８６８振込手数料ほか

経常経費計 （２３，２５０，０００） （１８，６５９，８８６） （４，５９０，１１４）

予備費 予備費 ８，００８，７６１ ０ ８，００８，７６１

当期支出合計 ９０，８９５，９６１ ６８，９８０，１２０ ２１，９１５，８４１

当期収支差額 △２６，７６９，９６１ △１，８２１，０９５ △２４，９４８，８６６

次期繰越金 ０ ２４，９４８，８６６ △２４，９４８，８６６

（支出の部）

　
�
年
度
の
要
望
で
は
、
先
ず
条
例
を

制
定
し
、
実
施
に
当
た
っ
て
は
税
理

士
の
活
用
を
要
請
す
る
こ
と
と
し

た
。

⑶
　
都
議
会
各
派
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お

い
て
、
税
理
士
の
積
極
的
な
活
用
策

に
つ
い
て
要
望
し
た
。東
京
都
側
は
、

①
税
務
相
談
を
担
当
す
る
東
京
国
税

局
と
税
理
士
は
支
部
と
の
協
議
で
決

定
し
て
い
る
こ
と
、
今
後
も
継
続
す

る
②
審
議
会
等
へ
の
委
員
に
つ
い
て

は
、
公
平
を
確
保
し
う
る
よ
う
に
し

て
い
る
こ
と
、
が
各
会
派
を
通
じ
て

回
答
が
あ
っ
た
。

＜
重
点
運
動
�
＞
　
税
理
士
法
第
�

条
違
反
行
為
等
、
業
務
及
び
職
域
の

侵
害
と
な
る
動
向
に
対
し
て
厳
格
に

対
応
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑴
　
本
事
業
年
度
中
に
お
い
て
法
第
�

条
違
反
、
業
務
及
び
職
域
の
侵
害
に

該
当
す
る
も
の
は
な
か
っ
た
。

⑵
　
認
証
紛
争
解
決
事
業
者
（Ａ
Ｄ
Ｒ
）

の
業
務
内
容
、
行
政
書
士
法
及
び
社

会
保
険
労
務
士
法
の
改
正
の
動
向
に

つ
い
て
資
料
収
集
を
行
っ
た
。

＜
重
点
運
動
�
＞
　
単
位
税
政
連
と

の
連
携
を
図
り
、
組
織
強
化
及
び
財

政
確
立
の
た
め
の
運
動
を
行
う
。
　

１
　
組
織
の
現
状
に
つ
い
て

⑴
　
平
成
�
年
の
改
正
税
理
士
法
が
施

行
か
ら
平
成
�
年
３
月
末
日
ま
で
の

間
、
税
理
士
登
録
者
数
は
８
５
２
８

人
増
加
し
た
。
こ
の
う
ち
東
京
税
理

士
会
は
４
１
２
４
人
増
加
し
て
お

り
、
東
京
税
理
士
会
へ
の
集
中
が
際

立
っ
て
い
る
。

　
東
京
税
理
士
会
に
お
け
る
開
業
税

理
士
は
１
０
６
２
人
減
と
な
っ
て
い

る
の
に
対
し
、
社
員
税
理
士
及
び
補

助
税
理
士
は
増
加
し
て
い
る
。
開
業

税
理
士
の
占
め
る
割
合
は
、
�
・
�

％
。

　
公
認
会
計
士
の
資
格
で
の
登
録
者

は
８
４
２
２
人
（平
成
�
年
３
月
末
）

で
平
成
�
年
３
月
末
日
よ
り
２
７
５

９
人
増
加
し
た
。
東
京
税
理
士
会
に

お
け
る
公
認
会
計
士
資
格
で
の
登
録

者
は
、
３
５
１
６
人
で
１
３
５
１
人

増
と
な
っ
て
い
る
。

⑵
　
本
連
盟
の
組
織
の
状
況
を
み
る

と
、
加
入
者
、
加
入
率
と
も
に
減
少

傾
向
に
あ
る
。
加
入
者
は
平
成
�
年

７
月
１
日
現
在
で
１
万
人
を
切
り
、

加
入
率
は
、
平
成
�
年
７
月
１
日
現

在
で
�
％
を
割
り
込
ん
だ
。
平
成
�

年
７
月
１
日
現
在
の
加
入
者
は
８
９

３
３
人
、
加
入
率
は
�
・
�
％
と
な

っ
て
い
る
。

　
加
入
率
の
低
下
の
要
因
は
、
古
く

か
ら
の
開
業
税
理
士
の
減
少
に
加

え
、
補
助
税
理
士
、
社
員
税
理
士
、

公
認
会
計
士
の
増
加
が
あ
げ
ら
れ

る
。
こ
の
た
め
、
財
政
状
況
は
極
め

て
窮
屈
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

２
　
組
織
強
化
を
め
ざ
し
て

⑴
　
東
京
税
理
士
会
の
８
ブ
ロ
ッ
ク
を

二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、
当
該
ブ

ロ
ッ
ク
の
単
位
税
政
連
の
会
長
・
幹

事
長
と
本
連
盟
役
員
と
の
意
見
交
換

会
を
開
催
し
、
本
連
盟
と
単
位
税
政

連
及
び
支
部
間
の
情
報
・
意
見
交
換

を
行
っ
た
。
こ
の
会
議
に
は
、
当
該

ブ
ロ
ッ
ク
の
支
部
長
も
出
席
し
た
。

　
　
開
催
日
＝
平
成
�
年
　
�
月
�
日

／
第
一
ブ
ロ
ッ
ク
～
第
五
ブ
ロ
ッ
ク

（
�
税
政
連
）
／
衆
議
院
１
区
～
８

区
／
参
議
院
議
員
会
館

　
　
開
催
日
＝
平
成
�
年
�
月
�
日
／

第
六
ブ
ロ
ッ
ク
～
第
八
ブ
ロ
ッ
ク

（
�
税
政
連
）
／
衆
議
院
９
区
～
�

区
／
日
本
税
理
士
会
館

⑵
　
毎
月
実
施
の
「
税
理
士
証
票
交
付

式
」
に
お
い
て
、
関
係
役
員
が
本
連

盟
の
活
動
の
説
明
を
行
う
と
と
も

に
、
加
入
勧
奨
を
行
っ
た
。
こ
の
機

会
に
参
加
役
員
で
情
報
交
換
を
行
う

と
と
も
に
加
入
促
進
の
方
策
に
つ
い

て
意
見
交
換
を
行
っ
た
。
証
票
交
付

式
に
お
け
る
実
績
一
覧
表
＝
略
（
広

報
委
員
会
注
・
本
連
盟
か
ら
参
加
役

員
は
１
１
０
人
、
新
規
登
録
者
９
０

１
人
の
う
ち
証
票
交
付
式
当
日
入
会

申
し
込
み
は
１
５
０
件
）

⑶
　
本
連
盟
の
役
員
が
、
東
京
税
理
士

会
の
支
部
長
会
及
び
理
事
会
に
陪
席

し
、
活
動
報
告
を
行
っ
た
。
ま
た
、

東
京
税
理
士
会
主
催
に
よ
る
関
連
団

体
協
議
会
に
出
席
し
、
活
動
状
況
を

報
告
し
た
。

⑷
　
単
位
税
政
連
毎
の
会
員
数
、
加
入

率
、
分
担
金
、
サ
ポ
ー
ト
募
金
金
額

及
び
サ
ポ
ー
ト
募
金
口
数
を
一
覧
表

に
し
た
「
支
部
単
位
税
政
連
会
員
数

・
サ
ポ
ー
ト
募
金
等
状
況
報
告
」
を

各
種
会
議
で
参
考
資
料
と
し
て
配
布

し
た
。

⑸
　
平
成
８
年
か
ら
継
続
し
て
い
る

「
税
政
連
サ
ポ
ー
ト
募
金
」
を
本
事

業
年
度
も
「
Ｓ
ｕ
ｐ
ｐ
ｏ
ｒ
ｔ
　
２

０
１
３
」
と
し
て
実
施
し
た
。
会
員

及
び
単
位
税
政
連
の
絶
大
な
ご
協
力

に
よ
り
、
大
き
な
成
果
を
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
た
。
ご
協
力
い
た
だ
い
た

会
員
は
延
９
５
２
人
、
募
金
額
は
５

０
１
万
円
（
本
郷
税
政
連
か
ら
の
サ

ポ
ー
ト
募
金
�
万
円
を
含
む
）
に
達

し
た
。
協
力
会
員
に
は
御
礼
ハ
ガ
キ

を
発
送
し
た
。

⑹
　
東
京
税
理
士
会
か
ら
の
委
託
事
業

と
し
て
「
税
理
士
の
た
め
の
ポ
ケ
ッ

ト
ブ
ッ
ク
２
０
１
４
」
を
刊
行
、
税

理
士
会
へ
の
新
規
入
会
者
の
証
票
交

付
式
、
各
種
会
議
に
お
い
て
配
布
し

た
。

⑺
　
東
日
本
六
税
政
連
と
の
連
携
に
つ

い
て

　
北
海
道
税
政
連
が
幹
事
と
な
り
平

成
�
年
４
月
�
日
、
札
幌
市
・
ロ
イ

ト
ン
札
幌
で
東
日
本
六
税
政
連
役
員

連
絡
協
議
会
が
開
催
さ
れ
た
。
テ
ー

マ
は
、
「
前
年
の
協
議
会
の
テ
ー
マ

『
税
政
連
活
動
の
現
状
と
課
題
』
に

対
す
る
、
こ
の
１
年
間
の
改
善
に
向

け
た
解
決
策
及
び
成
果
に
つ
い
て
」

と
「
税
理
士
法
改
正
に
お
い
て
の
陳

情
の
成
果
」
の
２
テ
ー
マ
。
本
連
盟

か
ら
会
長
、
幹
事
長
は
じ
め
関
係
役

員
が
出
席
し
、
活
発
な
議
論
が
行
わ

れ
た
。

　
こ
の
ほ
か
、
東
京
地
方
、千
葉
県
、

関
東
信
越
、
近
畿
の
各
税
政
連
の
定

期
大
会
に
会
長
ほ
か
関
係
役
員
が
出

席
し
、当
該
税
政
連
と
の
意
見
交
換
、

友
好
を
深
め
た
。

＜
重
点
運
動
�
＞
　
本
連
盟
の
活
動

状
況
の
広
報
を
充
実
し
、
会
員
及
び

外
部
関
係
者
か
ら
の
意
見
集
約
に
努

め
つ
つ
、
積
極
的
な
活
動
を
行
う
。

１
　
広
報
活
動
に
つ
い
て

⑴
　
機
関
紙
の
発
行

　
本
連
盟
機
関
紙
「
東
京
税
政
連
」

を
第
１
９
２
号
か
ら
１
９
５
号
ま
で

発
行
し
て
、
税
理
士
法
改
正
、
税
制

改
正
な
ど
本
連
盟
の
政
策
及
び
活
動

に
つ
い
て
積
極
的
に
Ｐ
Ｒ
を
図
っ

た
。

　
機
関
紙
に
は
、
要
望
書
を
は
じ
め

本
連
盟
の
活
動
に
関
す
る
各
種
資
料

や
レ
ポ
ー
ト
、
解
説
記
事
等
を
掲
載

し
、
会
員
並
び
に
関
係
各
方
面
の
理

解
と
協
力
を
得
る
た
め
に
積
極
的
な

役
割
を
果
た
し
た
。

　
第
１
９
２
号
か
ら
１
９
５
号
に
掲

載
し
た
資
料
、
レ
ポ
ー
ト
等
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

　
【
本
連
盟
の
要
望
書
、
そ
の
他
の
資

料
】

◇
本
連
盟
の
要
望
書
＝
「
平
成
�

年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
要
望
」

…
第
１
９
２
号

　
【
「
当
面
の
問
題
」
シ
リ
ー
ズ
…
問

題
点
の
解
説
等
】

◇
第
１
９
２
号
＝
税
は
誰
の
も
の

か
～
国
際
的
な
租
税
回
避
の
現
状

と
対
策
（
政
策
副
委
員
長
　
福
島

秀
一
）

◇
第
１
９
３
号
＝
消
費
税
転
嫁
対

策
特
別
措
置
法
～
そ
の
実
効
性
と

今
後
の
課
題
（
政
策
副
委
員
長
　

菅
原
祥
元
）

◇
第
１
９
４
号
＝
消
費
税
、
斜
め

か
ら
の
一
考
察
（
政
策
副
委
員
長

　
吉
川
裕
一
）

◇
第
１
９
５
号
＝
税
理
士
法
第
３

条
の
検
証
～
国
税
審
議
会
の
運
用

が
鍵
に
（
政
策
副
委
員
長
　
菅
原

祥
元
）

⑵
　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
機
関
紙
を
掲
載

し
、
本
連
盟
の
広
報
活
動
を
促
進
し

た
。

　
本
連
盟
の
関
係
役
員
、
単
位
税
政

連
会
長
・
幹
事
長
等
に
税
制
改
正
の

動
向
、
税
理
士
制
度
に
関
連
す
る
情

報
を
Ｅ
―
ｍ
ａ
ｉｌ
を
活
用
し
つ
つ
情

報
提
供
し
た
。

２
　
報
道
関
係
者
と
の
懇
談
会
等
の
実

施⑴
　
平
成
�
年
�
月
�
日
、
東
京
税
理

士
会
と
共
催
で
「
報
道
関
係
者
と
の

懇
談
会
２
０
１
３
・
秋
」
を
開
催
し

た
。

　
【
テ
ー
マ
】
平
成
�
年
度
税
制
改
正

及
び
税
務
行
政
へ
の
意
見
に
つ
い

て
―
―
①
平
成
�
年
度
税
制
改
正

要
望
書
に
つ
い
て
②
平
成
�
年
度

税
制
改
正
及
び
税
務
行
政
へ
の
意

見
書
に
つ
い
て

　
【
会
　
場
】
日
本
記
者
ク
ラ
ブ

　
【
報
道
関
係
者
の
出
席
】

（
　
）
内
は
出
席
者
数

　
　
日
本
経
済
新
聞
（
２
）
、
朝
日
新

聞
（
２
）
、
読
売
新
聞
（
１
）
、

毎
日
新
聞
（１
）、時
事
通
信
（２
）、

テ
レ
ビ
朝
日
（
１
）
、
大
蔵
財
務

協
会
（
３
）
、税
務
研
究
会
（１
）、

国
際
税
務
研
究
会
（
１
）
、
中
央

経
済
社
（
１
）
、
税
経
（
２
）
、

ぎ
ょ
う
せ
い
（
１
）、清
文
社
（２
）

（
�
社
、
�
名
）

⑵
　
平
成
�
年
５
月
�
日
に
は
東
京
税

理
士
会
主
催
の
「
報
道
関
係
者
と
の

懇
談
会
２
０
１
４
・
春
」
に
陪
席
し

た
。

　
【
テ
ー
マ
】
①
税
制
改
正
に
対
す
る

東
京
税
理
士
会
の
取
組
み
―
―
消

費
増
税
に
関
す
る
取
組
み
、
相
続

税
改
正
に
関
す
る
取
組
み
②
平
成

�
年
度
改
正
を
踏
ま
え
た
平
成
�

年
度
税
制
改
正
意
見

　
【
会
　
場
】
日
本
記
者
ク
ラ
ブ

　
【
報
道
関
係
者
の
出
席
】

（
　
）
内
は
出
席
者
数

　
　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
（
２
）
、朝
日
新
聞
（３
）、

毎
日
新
聞
（３
）、共
同
通
信
（１
）、

時
事
通
信
（
２
）
、
大
蔵
財
務
協

会
（
２
）
、
税
務
研
究
会
（
４
）、

中
央
経
済
社
（
１
）
、
ぎ
ょ
う
せ

い
（
１
）
、
税
経
（
１
）
、
エ
ヌ

ピ
ー
通
信
（
１
）
　
、
タ
ッ
ク
ス

・
コ
ム
（
１
）
、東
洋
経
済
（１
）、

生
涯
教
育
新
聞
（
２
）
、
日
本
新

聞
協
会
（
１
）
、
清
文
社
（
３
）

（
�
社
、
�
名
）

３
　
中
小
企
業
団
体
と
の
連
携
に
つ
い

て
　
平
成
�
年
３
月
�
日
、
如
水
会
館
で

「
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
伴
う
対
応
」

を
テ
ー
マ
に
意
見
交
換
を
行
っ
た
。

【
参
加
し
た
中
小
企
業
団
体
】

　
日
本
商
工
会
議
所
、
東
京
商
工
会
議

所
、
全
国
中
小
企
業
団
体
中
央
会
、
東

京
都
中
小
企
業
団
体
中
央
会
、
全
国
商

工
会
連
合
会
、
東
京
都
商
工
会
連
合
会

（
以
上
、
６
団
体
・
�
名
）

＜
重
点
運
動
�
＞
　
国
及
び
地
方
公

共
団
体
の
公
会
計
制
度
改
革
（
複
式

簿
記
・
発
生
主
義
会
計
）
の
実
現
の

た
め
の
運
動
を
強
力
に
行
う
。
　
　

　
平
成
�
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
要

望
書
に
お
い
て
、
国
の
会
計
制
度
を
発

生
主
義
・
複
式
簿
記
に
よ
る
会
計
制
度

に
改
め
る
よ
う
要
望
し
た
。

＜
改
正
の
趣
旨
及
び
理
由
＞

　
東
京
税
理
士
政
治
連
盟
規
約
を
以
下

の
趣
旨
及
び
理
由
に
よ
り
、
全
部
改
正

す
る
。

　
税
政
連
は
、
税
理
士
会
以
上
に
機
動

性
の
あ
る
簡
素
で
合
理
的
な
活
動
、
運

営
が
必
要
で
あ
り
、
規
約
に
規
定
さ
れ

て
い
る
事
項
と
活
動
・
運
営
実
態
と
の

整
合
性
を
図
る
こ
と
、
税
理
士
会
員
が

税
政
連
の
活
動
に
よ
り
一
層
の
関
心
を

持
ち
、
ま
た
、
財
政
負
担
が
増
大
し
な

い
運
営
形
態
を
目
指
す
こ
と
な
ど
を
趣

旨
と
し
て
規
約
を
見
直
し
、
全
部
改
正

す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
主
な
改
正
項
目
は
、
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

１
　
目
的
及
び
事
業
に
つ
い
て
、
国
民

の
た
め
の
税
理
士
制
度
及
び
租
税
制

度
の
確
立
の
た
め
の
政
治
活
動
を
行

う
こ
と
を
、
よ
り
明
ら
か
と
な
る
表

現
と
す
る
。
（
第
２
条
、
第
３
条
）

２
　
本
連
盟
の
構
成
、
組
織
に
つ
い
て

明
確
化
を
図
る
。
（
第
４
条
）

３
　
会
議
運
営
の
通
則
を
設
け
る
。（第

�
条
）

４
　
会
長
及
び
副
会
長
が
幹
事
会
の
構

成
員
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
改
め

る
な
ど
幹
事
会
及
び
常
任
幹
事
会
の

運
営
に
つ
い
て
整
備
を
図
る
。
（
第

�
条
、
第
�
条
）

５
　
常
任
幹
事
会
、
幹
事
会
及
び
総
務

会
の
機
能
関
係
整
備
及
び
推
薦
審
査

会
の
構
成
等
の
実
態
に
即
し
た
明
確

化
を
図
る
。
（
第
６
条
第
２
項
、
第

�
条
第
３
項
、
第
�
条
第
３
項
、
第

�
条
第
２
項
、
第
�
条
第
１
項
第
６

号
、
第
�
条
第
２
項
第
３
号
イ
及
び

第
６
項
、第
�
条
第
１
項
～
第
４
項
、

第
�
条
第
２
項
）

６
　
役
員
等
の
範
囲
と
選
任
、
委
嘱
等

に
つ
い
て
整
備
を
図
る
。
（第
７
条
、

第
�
条
、
第
�
条
第
１
項
及
び
第
２

項
、
第
�
条
第
１
項
及
び
第
２
項
、

第
４
章
）

７
　
大
会
運
営
の
整
備
を
図
る
。
（
第

３
章
）

８
　
そ
の
他
全
般
に
つ
い
て
法
令
に
基

づ
く
用
字
、
用
語
等
の
基
準
に
沿
っ

て
、
句
読
点
の
使
い
方
、
号
の
表
記

形
式
な
ど
を
整
備
し
、
目
次
を
設
け

る
。

東
京
税
理
士
政
治
連
盟
規
約

（
※
紙
面
の
都
合
で
目
次
略
）

　
　
第
１
章
　
総
則

（
名
称
）

第
１
条
　
本
連
盟
は
、
東
京
税
理
士
政

治
連
盟
と
称
す
る
。

（
目
的
）

第
２
条
　
本
連
盟
は
、
税
理
士
の
社
会

的
使
命
に
鑑
み
、
国
民
の
た
め
の
税

理
士
制
度
及
び
租
税
制
度
を
確
立
す

る
た
め
に
必
要
な
政
治
活
動
を
行
う

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
事
業
）

第
３
条
　
本
連
盟
は
、
前
条
の
目
的
を

達
成
す
る
た
め
、
日
本
税
理
士
政
治

連
盟
及
び
単
位
税
理
士
政
治
連
盟

（
東
京
税
理
士
会
の
支
部
の
区
域
毎

に
組
織
す
る
政
治
団
体
を
い
い
、
以

下
「
単
位
税
政
連
」
と
い
う
。
）
と

連
携
し
て
、
税
理
士
及
び
納
税
者
の

政
治
意
識
の
高
揚
を
図
り
、
次
の
事

業
を
行
う
。

　
⑴
　
納
税
者
の
代
理
人
と
し
て
の
税

理
士
制
度
を
確
立
及
び
納
税
者
の

租
税
倫
理
の
高
揚
を
期
す
る
た
め

の
諸
施
策

　
⑵
　
政
府
、
政
党
及
び
国
会
議
員
等

に
対
す
る
、
陳
情
、
請
願
等
の
政

治
活
動

　
⑶
　
納
税
者
の
実
態
に
即
し
た
租
税

制
度
の
実
現
の
た
め
の
政
治
活
動

　
⑷
　
租
税
法
律
主
義
に
基
づ
く
民
主

的
税
務
行
政
実
現
の
た
め
の
政
治

活
動

　
⑸
　
単
位
税
政
連
及
び
そ
の
会
員
に

対
す
る
情
報
提
供
及
び
機
関
紙
の

発
行

　
⑹
　
東
京
税
理
士
会
と
の
連
絡
調
整

及
び
連
携
の
強
化

　
⑺
　
前
各
号
の
ほ
か
本
連
盟
の
目
的

達
成
の
た
め
に
必
要
な
事
業

（
構
成
及
び
会
員
）

第
４
条
　
本
連
盟
は
、
単
位
税
政
連
を

も
っ
て
構
成
す
る
。

２
　
単
位
税
政
連
は
、
当
該
区
域
の
東

京
税
理
士
会
の
税
理
士
会
員
の
う

ち
、
当
該
税
政
連
に
入
会
し
た
税
理

士
会
員
（
以
下
「
会
員
」
と
い
う
。）

を
も
っ
て
組
織
す
る
。

３
　
単
位
税
政
連
は
、
毎
年
７
月
１
日

現
在
に
お
け
る
会
員
数
を
７
月
�
日

ま
で
に
本
連
盟
に
報
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４
　
前
項
に
定
め
る
期
限
ま
で
に
会
員

数
の
報
告
が
な
い
単
位
税
政
連
の
会

員
数
は
、
当
該
単
位
税
政
連
と
の
協

議
に
よ
り
、
幹
事
会
で
決
定
す
る
。

（
事
務
所
）

第
５
条
　
本
連
盟
は
、
東
京
都
渋
谷
区

に
事
務
所
を
置
く
。

（
規
則
及
び
細
則
）

第
６
条
　
本
連
盟
は
、
会
務
の
執
行
に

必
要
な
措
置
を
行
う
た
め
、
規
則
又

は
細
則
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
規
則
は
幹
事
会
の
議
決
に
よ
り
、

細
則
は
常
任
幹
事
会
の
議
決
に
よ
り

制
定
又
は
改
廃
す
る
。

東 京 税 政 連（５） 第１９６号２０１４年（平成２６年）９月１日（月曜日） 　　


